
 

 

1 頁 

○
総
務
省
告
示
第
百
八
十
三
号 

 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第
三
十
一
号
）
第
八
条
第
九
項
、
第
九
条
第

四
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
百
十
号
（
接
続
料
の
算
定
に
用
い
る

値
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日 

総
務
大
臣 

高
市 

早
苗 

 
 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



 

2 頁 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
移
動
電
気
通
信
事
業
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
値
） 

（
移
動
電
気
通
信
事
業
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
値
） 

第
三
条 
［
略
］ 

第
三
条 

［
同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

３ 

規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
接
続
料
を
設
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

［
新
設
］ 

第
一
項
の
表
の
下
欄 

事
業
者 

規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
承
認

を
共
同
し
て
受
け
た
事
業
者 

前
項 
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た 

自
ら
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ

れ
た
額
及
び
規
則
第
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
規
則
第
五
条
の
共

同
設
定
者
の
貸
借
対
照
表
に
計

上
さ
れ
た
額
を
合
算
し
た
額
を

基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
の 

 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

    


